
(57)【要約】
【課題】  外管と内管とを二重管構造として伝熱管とし
両管の間に中間熱媒体を充填させる従来の熱交換器より
も、高温熱媒体（ナトリウム）と低温熱媒体（水）とが
接触する可能性を極めて少なくできるとともに、二重管
構造に比べて構造が簡単で製造コストも低減でき、損傷
した外管または内管の検出、同定を簡便かつ迅速に行う
ことができる、中間熱媒体を有する熱交換器を提供する
【解決手段】  高温熱媒体Ｘが流通する熱交換器の胴１
内に低温熱媒体Ｙが流通する多数本の内管２を配設し、
これらの内管を複数本ごとに複数のグループにグルーピ
ングし、１つのグループを構成する複数本の内管を１本
の外管３内に配設し、高温熱媒体および低温熱媒体の両
方に対して化学的に不活性かつ熱伝達性能に優れた中間
熱媒体Ｚを各外管内に流通させる。外管から流出する中
間熱媒体中に漏洩した高温熱媒体または低温熱媒体を各
外管ごとに検出できる漏洩検出器を設けることにより、
内管のグループごとに損傷の検出、同定を迅速に行え
る。



【特許請求の範囲】
【請求項１】  高温熱媒体が流通する熱交換器の胴内に
低温熱媒体が流通する多数本の内管を配設し、これらの
内管を複数本ごとに複数のグループにグルーピングし、
１つのグループを構成する複数本の内管を１本の外管内
に配設し、高温熱媒体および低温熱媒体の両方に対して
化学的に不活性かつ熱伝達性能に優れた中間熱媒体を各
外管内に流通させることを特徴とする中間熱媒体を有す
る熱交換器。
【請求項２】  前記外管から流出する中間熱媒体中に漏
洩した高温熱媒体または低温熱媒体を各外管ごとに検出
できる漏洩検出器を設けたことを特徴とする請求項１に
記載の熱交換器。
【請求項３】  前記外管の内周に、スペーサにより外管
との間に間隙を保持した隔壁管を配設し、該間隙にも中
間熱媒体を流通できるようにしたことを特徴とする請求
項１または２に記載の熱交換器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、高温熱媒体と低温
熱媒体との接触が許されない、例えば液体金属冷却炉に
おける液体金属－水系熱交換に効果的に使用できる熱交
換器に関し、更に詳しくは、高温熱媒体および低温熱媒
体の両方に対して化学的に不活性である中間熱媒体を介
して熱交換を行うようにした熱交換器に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】冷却材として例えば液体ナトリウムを用
いる液体金属冷却炉においては、高温のナトリウムが循
環するナトリウム系と水－蒸気系との間で熱交換が行わ
れるが、この熱交換器においては、伝熱管の損傷により
ナトリウムと水とが接触すると両者が激しく反応して大
事故につながる危険がある。
【０００３】伝熱管に万一損傷が生じた場合でも、ナト
リウムと水とが直ちに接触するのを防止する手段とし
て、ナトリウムおよび水のいずれとも反応しない安定物
質を介して熱交換を行う方法が、例えば特開昭５３－１
３１３９４号公報で提案されている。
【０００４】上記の従来技術において具体的に提案され
ている熱交換器は、伝熱管を外管と内管とからなる二重
管構造に成形し、内管内に水（低温熱媒体）を流通さ
せ、外管の外周にナトリウム（高温熱媒体）を流通さ
せ、内管と外管との間のアニュラス部に水およびナトリ
ウムのいずれとも反応しない安定物質（中間熱媒体）、
例えば水銀を充填し、安定物質を介して熱交換を行わせ
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来技術によ
れば、二重管構造の伝熱管の外管または内管の一方が損
傷した場合でも、中間熱媒体が介在しているため直ちに

ナトリウムと水とが接触するのを防止できるという効果
はあるものの、二重管構造は内管と外管との間の間隙が
比較的近接しているため内管と外管とが同時に損傷する
可能性も大きく、さらにはアニュラス部に介在する中間
熱媒体の充填量も少ないため、二重管構造が損傷してナ
トリウムと水とが接触する可能性を必ずしも十分に排除
することができない。
【０００６】さらには、伝熱管をすべて二重管構造とす
るため、構造的にも複雑となり、製造コストも高価なも
のとなるだけでなく、二重管構造の伝熱管のどれかが損
傷した場合に、どの伝熱管が損傷したかを同定するため
には二重管構造の伝熱管のすべてについて１本ごとにチ
ェックする必要があるため、迅速な検出ができない。
【０００７】そこで本発明の目的は、外管と内管とを二
重管構造として外管と内管との間に中間熱媒体を充填さ
せる従来の熱交換器よりも、ナトリウムと水とが直接接
触する可能性をより一層少なくできるとともに、二重管
構造に比べて構造が簡単で、製造コストも低減できる、
中間熱媒体を有する熱交換器を提供することにある。
【０００８】さらに本発明の目的は、損傷した外管また
は内管の検出、同定を簡便かつ迅速に行うことができる
中間熱媒体を有する熱交換器を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】すなわち本発明の中間熱
媒体を有する熱交換器は、高温熱媒体が流通する熱交換
器の胴内に低温熱媒体が流通する多数本の内管を配設
し、これらの内管を複数本ごとに複数のグループにグル
ーピングし、１つのグループを構成する複数本の内管を
１本の外管内に配設し、高温熱媒体および低温熱媒体の
両方に対して化学的に不活性かつ熱伝達性能に優れた中
間熱媒体を各外管内に流通させることを特徴とする。
【００１０】かような構成の本発明の熱交換器によれ
ば、多数本の内管を例えば３～４本ずつのグループにグ
ルーピングし、内管３～４本からなる１つのグループを
１本の外管内に単に配設する構造であるため、１本の外
管と１本の内管と一対として二重管構造とする従来技術
と比べて構造的に簡単で製造コストも低減できる。
【００１１】さらに１本の外管内に３～４本程度の内管
を配設するため、従来の二重管構造ほどに外管と内管と
の間隙を近接させなくてよく、外管内の中間熱媒体も多
量に介在させることができるため、万一内管または外管
が損傷した場合でも、高温熱媒体（例えばナトリウム）
と低温熱媒体（例えば水）とが接触する可能性を極めて
少なくすることができる。
【００１２】さらにまた、熱伝達性能に優れた中間熱媒
体を外管内に充填するだけでなく絶えず流通、流動させ
ているため、高温熱媒体から低温熱媒体への熱伝達性能
はほとんど損なわれることはない。
【００１３】内管または外管が万一損傷して、内管内の
低温熱媒体が外管内に漏洩したり、外管外部の高温熱媒
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体が外管内に漏洩したりした場合には、損傷を迅速に検
出し損傷管を同定する必要がある。そのため本発明の好
ましい実施例においては、外管から流出する中間熱媒体
中に漏洩した高温熱媒体または低温熱媒体を各外管ごと
に検出できる漏洩検出器を設ける。これによって、例え
ば特定の１本の外管から流出する中間熱媒体中に低温熱
媒体の漏洩が検出されれば、その外管内のグループの内
管のどれかが損傷していることを同定でき、多数本の内
管１本ごとに検出する場合に比べて簡便かつ迅速な検
出、同定が可能となる。
【００１４】本発明のさらに好ましい実施例において
は、各外管の内周に、スペーサにより外管との間に間隙
を保持した隔壁管を配設し、この間隙にも中間熱媒体を
流通できるようにする。これによって、万一外管が損傷
した場合でも、その内側の隔壁管によって、高温熱媒体
が内管外周と直接接触する危険をより一層少なくするこ
とができ、特にナトリウム－水系の熱交換器においては
大事故につながる両者の接触の危険をより確実に防止す
るために望ましい構成となる。
【００１５】
【発明の実施の形態】図１は、本発明の熱交換器の実施
例を示す縦断面図、図２は図１のＡ－Ａ線に沿う横断面
図である。図２からわかるように、熱交換器１０の胴１
内には、多数本の内管２が配設されており、これらの内
管２は複数本（図示の例では３本）が１グループとなる
ようにグルーピングされていて、３本ずつの１グループ
の内管２が１本の外管３内に納められている。熱交換器
の胴１内の外管３と外管３の間には高温熱媒体Ｘ（例え
ば液体ナトリウム）が流れ、各内管２内には低温熱媒体
Ｙ（例えば水）が流れ、各外管３内の内管２と内管２の
間には中間熱媒体Ｚが流れるようにされている。内管を
グルーピングする際のグループ数は、目的とする熱交換
容量に依存して決定される。
【００１６】図１の縦断面図は、理解しやすくするため
に簡略化して図示しており、図２における内管２ａと外
管３ａ、内管２ｂと外管３ｂ、内管２ｃと外管３ｃの縦
断面のみを代表して図示してある。図１からわかるよう
に、内管２と外管３は熱交換器１０内の上下管板４、４
の間に配設されており、高温熱媒体Ｘは胴１下部の高温
熱媒体入口５から流入し、胴１内の外管と外管の間を下
方から上方へ向かって流れ、胴１上部の高温熱媒体出口
６から流出する。一方、低温熱媒体Ｙは、熱交換器１０
底部の低温熱媒体入口７から流入し、各内管２内を上方
へ向かって流れ、熱交換器１０頂部の低温熱媒体出口８
から流出する。さらに中間熱媒体Ｚは、ポンプ９を備え
た上部分岐管１１を介して各外管３へ分岐されて流入
し、外管３内の内管と内管の間を下方へ向かって流れ、
下部合流管１２を介して熱交換器１０から流出する。
【００１７】かような構造の熱交換器によれば、外管３
外部を流れる高温熱媒体Ｘと、内管２内を流れる低温熱

媒体Ｙは、外管３内を流れる中間熱媒体Ｚを介して熱交
換がなされることになる。中間熱媒体Ｚとしては、高温
熱媒体Ｘおよび低温熱媒体Ｙの両方に対して化学的に不
活性で、熱伝達性能の高い液体金属が好ましく使用で
き、高温熱媒体Ｘがナトリウム、低温熱媒体Ｙが水の場
合には、例えば液体鉛、液体ビスマス等が使用できる。
中間熱媒体Ｚは熱伝達性能の高いものを選択し、しかも
外管３内を流通、流動させているため、高温熱媒体Ｘか
ら低温熱媒体Ｙへ効率よく熱を伝えることができる。
【００１８】図３は、内管２または外管３の損傷による
熱媒体の漏洩を検知する漏洩検出器を設置した実施例を
示すものであり、図１と同じ部材には同じ参照番号を付
すことにより説明を省略する。図３に図示した実施例で
は、漏洩検出器１３ａ～１３ｃが、外管３ａ～３ｃから
流出する中間熱媒体Ｚの流路のそれぞれに設置されてい
て、中間熱媒体Ｚ中への低温熱媒体Ｙまたは高温熱媒体
Ｘの漏洩の有無を常時チェックしている。外管３ａ内に
納められている３本の内管２のどれかが損傷して、内管
２内を流れる低温熱媒体Ｙが中間熱媒体Ｚ中に漏洩した
場合を想定すると、内管２から漏洩した低温熱媒体Ｙは
１本の外管３ａ内の中間熱媒体Ｚ中に拡散するだけで、
拡散範囲を少なくできるとともに、漏洩検出器１３ａで
この漏洩が検出され、外管３ａ内の内管グループで損傷
が生じたことが直ちに同定できる。なお、各外管３ａ～
３ｃごとに漏洩検出器１３ａ～１３ｃを設置せずに、１
個の漏洩検出器１３に各外管３ａ～３ｃから流出する中
間熱媒体をバルブ操作などにより切替式で順次導びい
て、一定の時間間隔で漏洩を検出することもできる。
【００１９】図４は、高温熱媒体Ｘとして液体ナトリウ
ムを、低温熱媒体Ｙとして水を使用する場合のように、
高温熱媒体Ｘと低温熱媒体Ｙとの接触を高度に阻止する
必要がある場合に特に望ましい実施例を示すものであ
る。図４に図示した実施例では、外管３の内周に、外管
３より直径の小さい隔壁管１４を配設し、外管３と隔壁
管１４の間にスペーサ１５を設けて両管の間に一定間隙
を保持するようにしてあり、この間隙にも中間熱媒体Ｚ
を流通させている。かような隔壁管１４を外管３内周に
設ける構造によれば、万一外管３が損傷した場合でも、
隔壁管１４と内管２との間に中間熱媒体Ｚが確実に介在
するため、外管３外部の高温熱媒体Ｘと内管２内部の低
温熱媒体Ｙとが接触する可能性を極めて少なくすること
ができる。
【００２０】なお、上記した説明では、高温熱媒体とし
てナトリウムを、低温熱媒体として水を例に挙げて説明
したが、本発明の熱交換器は、ナトリウム－水系に限ら
ず、互いに接触が許されない高温熱媒体－低温熱媒体系
の熱交換器として広く適用することができる。
【００２１】
【発明の効果】以上の説明からわかるように本発明によ
れば、多数本の内管を複数本ごとにグルーピングして、
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１つのグループを構成する複数本の内管を１本の外管内
に配設する構造としたため、外管と内管を１本ずつ一対
として二重管構造とする構造と比べて構造が簡単で製造
コストも低減することができる。
【００２２】また、二重管構造ほどに外管と内管との間
隙を近接させなくてすみ、多量の中間熱媒体を外管内に
介在させることができるから、万一内管または外管が損
傷した場合でも、外管外部の高温熱媒体（例えばナトリ
ウム）と低温熱媒体（例えば水）とが接触する可能性を
極めて少なくすることができる。
【００２３】さらに、熱伝達性能に優れた中間熱媒体を
外管内に充填するだけでなく絶えず流通、流動させてい
るため、高温熱媒体から低温熱媒体へ効率よく熱を伝え
ることができる。
【００２４】さらにまた、外管から流出する中間熱媒体
中に漏洩した高温熱媒体または低温熱媒体を各外管ごと
に検出できる漏洩検出器を設けることよって、特定の外
管またはその外管内の内管のどれかが損傷していること
を同定でき、多数本の内管１本ごとに検出する場合に比
べて簡便かつ迅速な検出、同定が可能となる。
【００２５】また、各外管の内周に隔壁管を配設するこ

とにより、万一外管が損傷した場合でも、隔壁管によっ
て高温熱媒体と低温熱媒体とが直接接触する危険をより
一層少なくすることができ、特にナトリウム－水系の熱
交換器においては両者の接触による大事故につながる危
険をより効果的に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明による熱交換器の実施例を示す縦断面
図。
【図２】  図１のＡ－Ａ線に沿う横断面図。
【図３】  漏洩検出器を備えた本発明の熱交換器の実施
例を示す縦断面図。
【図４】  本発明の熱交換器に用いる外管の内周に隔壁
管を設けた実施例を示す横断面図。
【符号の説明】
１：  胴
２：  内管
３：  外管
１０：  熱交換器
１３：  漏洩検出器
１４：  隔壁管
１５：  スペーサ

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】
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